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代

表

取

締

役

 

野

田

 

武

臣 

 

右

の

者

は

、

分

譲

地

の

販

売

に

際

し

、

門

真

市

大

倉

町

内

の

複

数

の

電

柱

に

案

内

板

を

掲

示

す

る

こ

と

に

つ

い

て

、

電

柱

の

所

有

者

の

許

可

を

得

て

お

ら

ず

（

軽

犯

罪

法

第

一

条

第

三

三

号

違

反

）
、

ま

た

、

大

阪

府

知

事

の

許

可

を

得

て

い

な

い

こ

と

（

大

阪

府

屋

外

広

告

物

条

例

第

三

条

違

反

）

が

発

覚

し

、

本

会

の

名

誉

を

毀

損

し

信

用

を

失

墜

し

た

理

由

に

よ

り

、

本

会

定

款

第

一

〇

条

並

び

に

同

定

款

施

行

規

則

第

一

五

条

第

一

項

及

び

同

第

二

項

第

二

号

の

規

定

に

基

づ

き

、

誓

約

書

を

徴

収

の

上

、

戒

告

処

分

と

す

る
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